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み
や
ま
ち

滋
賀
・宮
町
遺
跡

所
在
地
　
　
　
滋
賀
県
甲
賀
郡
信
楽
町
大
字
宮
町

調
査
期
間
　
　
一　
第
二
二
次
調
査
　
一
九
九
七
年

（平
９
）
五
月
１

一
九
九
八
年
三
月

一
一　
第
二
三
次
調
査
　
一
九
九
八
年
六
月
―

一
一
月

発
掘
機
関
　
　
信
楽
町
教
育
委
員
会

調
査
担
当
者
　
鈴
木
良
章

・
高
橋
加
奈
子

遺
跡
の
種
類
　
宮
跡

遺
跡
の
年
代
　
入
世
紀
中
頃

遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

今
回
報
告
す
る
二
つ
の
調
査

地
点
は
、
何
れ
も
紫
香
楽
宮
の

推
定
地
で
あ
る
宮
町
遺
跡
の
西

南
部
に
あ
た
る
。
本
誌
第
二

一

号
で
報
告
し
た
第
二
〇
次
調
査

よ
り
、
水
田

一
枚
分
北
側
で
第

二
二
次
調
査
を
、
更
に

一
枚
分

北
よ
り
で
第
二
三
次
調
査
を
行

な
っ
た
。

両
調
査
に
お
い
て
、
北
か
ら
南
流
し
て
く
る
西
大
溝
Ｓ
Ｄ
三
二

一
一
三

（幅

約
一
二
ｍ
深
さ
約
一
・
五
じ

が
、
北
東
方
向
か
ら
西
流
し
て
く
る
馬
門
川
の
旧

流
路
Ｓ
Ｄ
三
二

一
一
二

（幅
約
五
ｍ
以
上
、
深
さ
約
一
じ

と
合
流
し
、
第
二
〇

次
調
査
で
検
出
し
た
大
溝
Ｓ
Ｄ
二
〇

一
〇

一
（幅
一
一
生
ハ
ー
三
二
二
一言
以
上
、

深
さ
一
じ

に
な
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
Ｓ
Ｄ
三
二

一
一
三
は
、
宮
町
遺
跡
の

西
部
を
区
画
す
る
大
溝
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
西
側
に
も
整
地
層
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
遺
跡
の
範
囲
は
、
大
溝
の
西
側
に
も
広
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｓ
Ｄ
三
二

一
一
三
の
黒
褐
色
系
粘
質
土
層
か
ら
は
、
多
様
な
遺
物
と
共
に
、

第
二
二
次
調
査
で
木
簡
五
点

・
削
婿
約

一
一
〇
点
、
第
二
三
次
調
査
で
木
簡
三

七
点

。
削
婿
三
〇
〇
点
以
上
が
出
土
し
て
い
る
。
黒
掲
色
系
粘
質
土
層
は
三
層

に
分
か
れ
て
い
る
が
、
遺
物
等
か
ら
、
年
代
差
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
ら
れ

る

（上
層
と
中
層
か
ら
出
上
し
た
二
片
の
木
簡
が
、
接
続
し
た
事
例
あ
り
）。
そ
れ
に

対
し
て
、
Ｓ
Ｄ
三
二

一
一
二
か
ら
は
、
木
簡
が

一
点
、
削
盾
が
三
二
点
出
土
し

て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

一　
第
二
二
次
調
査

Ｓ
Ｄ
ニ
二
一
一
三

ω

　

君

四
半
四
升
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虚
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借
用
一一一霊

ま

鍔

中

・
　

　

　

　

　

　

□
□
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⇔
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ω
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ツ
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０

　

日
□
□
夜
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（⑬
⑥
ハ
同
一
部
材
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一
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第
二
三
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調
査

Ｓ
Ｄ
ニ
二

一
一
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硼
　
。
「牒
　
仕
司
務
所

廟
四
人
　
凱
紳
マ麻
離
瀬
　
右
人
等
令
荷
持
且

勝
稲
麻
呂

」

Ｌ
令
参
□
請
依
歴
名
検
領
　
四
月
□
六
日
日
□
□
□
　
　
　
　
」

「＜尾
張
国
春〔剛
と

。
「
＜
美
濃
国
武
義
郡
揖
可
郷
庸
米
国
斗
」

。
「
＜
　
　
天
平
十
五
年
十

一
月
　
　
　
」

「
＜
隠
伎
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潮
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捌
靱
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秋
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影
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＜
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∞
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＜
□
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紺
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。
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マ
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□
□
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＜
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由
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Ｏ
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⑬
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材
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□
作
国
真
嶋
郡

「若方
郡

郡
　
（ω
⑬
の
ハ
同
一
部
材
）

〔柏
ヵ
〕

□
郡
□
野

②

　

「
三
…
郡
□

④

　

勝
部
子
□

側

　

阿
倍

い

　

木
真
人

い
　
　
堅
魚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ津

働

　

□
蓮
花
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ常

以
下
、
主
要
な
木
簡
に
つ
い
て
、
内
容
毎
に
ま
と
め
て
報
告
し
て
い
く
。

先
ず
、
文
書

・
記
録
簡
の
中
で
注
目
さ
れ
る
一
い
と
二
ω
⑭
を
取
り
上
げ
る
。

一
ω
は
、
全
体
の
墨
痕
は
薄
く
な
っ
て
い
る
が
、
「人
々
借
用
三
石
二
斗
六

升
」
の
部
分
は
、
墨
の
残
り
が
良
く
、
肉
眼
で
確
認
で
き
る
。
コ
一斗
六
升
」

は
、
当
初
、
コ

斗
四
升
」
と
記
し
て
あ
っ
た
の
を
、
重
書
で
訂
正
し
て
い
る
。

内
訳
を
示
す

「人
々
借
用
」
分
が

「三
石
二
斗
六
升
」
な
の
で
、
全
（
が

「
一

石
四
斗
四
升
」
と
は
考
え
難
く
、
コ

石
」
の
上
の
数
字
が
、
欠
損
に
よ
り
失

わ
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
裏
面
の
二
文
字
め
は
、
「工盆

か

「七
」

の
可
能
性
が
あ
る
。

二
ω
は
、
左

。
右
辺
が
割
れ
て
お
り
、
「廟
四
人
」
の
右
半
が
欠
損
し
て
い

る
。
「断
四
人
」
と
あ
り
な
が
ら
、
三
人
し
か
列
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
「凡

海
麻
呂
」
の
右
側
に
、
も
う

一
人
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

但
し
、
墨
痕
の
残
り
や
字
配
り
な
ど
か
ら
、
欠
損
部
分
は
僅
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
木
簡
は
、
某
部
署
か
ら

「仕
司
務
所
」
に
対
し
て
、
厨
四
人
に
荷
物
を
持

た
せ
て
参
向
さ
せ
る
の
で
、
歴
名
に
よ
り
検
領
す
る
こ
と
を
請
う
た
も
の
で
あ

る
。
「仕
司
務
所
」
と
は
、
仕
丁
の
こ
と
を
掌
る
部
署
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

二
⑭
は
、
二
片
が
接
続
し
、
左
辺
は
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
。
「銭
」
の
字

は
残

っ
て
い
な
い
が
、
解
の
書
式
で

「月
借
」
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
、
月
借

銭
解
の
削
婿
と
考
え
ら
れ
る
。
月
借
銭
解
は
、
『正
倉
院
文
書
』
の
中
に
、
宝

亀
年
間
を
中
心
と
す
る
史
料
が
残

っ
て
お
り
、
平
城
宮
跡
か
ら
は
、
木
簡

翁
平
城
宮
木
簡
誕

第
七
〇
号
木
簡
）
も
出
土
し
て
い
る
。
月
借
銭
は
、
銭
出
挙

と
も
呼
ば
れ
、
各
部
署
が
、
下
級
官
人
な
ど
に
対
し
て
銭
貨
を
貸
し
与
え
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
起
源
は
不
明
だ
が
、
画
期
と
し
て

「以
下始
営
二紫
香
楽
宮
「

百
官
未
ウ
成
。
司
別
給
二
公
癖
銭
惣

一
千
貫
「
交
関
取
レ息
。
永
充
二
公
用
ど

傘
続
日
本
紀
』
天
平
一
六
年

［七
四
四
〕
四
月
丙
辰
条
）
の
記
事
が
注
目
さ
れ
る
。

二
⑭
は
、
こ
の
政
策
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
月
借
銭
の
可
能
性
が
あ
り
、
紫



香
楽
宮
の
造
営
過
程
と
銭
出
挙
の
運
用
を
考
え
て
い
く
上
で
、
貴
重
な
史
料
で

あ
る
。
当
遺
跡
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
も

「七
文
」
「右
得
先
日
申
状
得
件
銭
」

（本
誌
第
二
一
号
）
や

「鋳
銭
」
（本
誌
第
一
八
号
）
と
い
っ
た
銭
貨
に
関
係
す
る

木
簡
や
削
盾
が
出
土
し
て
い
る
。

次
に
、
国
郡
名
の
記
載
が
見
ら
れ
る
二
②
ｌ
働

。
い
１
卿
に
つ
い
て
述
べ
る
。

二
②
働
の
下
端
は
欠
損
し
て
い
る
が
、
上
端
に
切
り
込
み
が
あ
り
、
付
札
と

考
え
ら
れ
る
。
二
②
は
、
出
土
層
位
の
異
な
る
二
点
が
接
続
し
た
。
尾
張
国
春

部
郡
か
ら
の
荷
札
で
あ
る
。
二
⑤
は
、
上
端
が
生
き
て
い
る
の
で
、
郡
名
か
ら

書
き
は
じ
め
た
荷
札
と
想
定
さ
れ
る
。
左
辺
が
割
れ
て
い
る
た
め
に
、
文
字
の

右
半
し
か
残

っ
て
お
ら
ず
、
郡
名
は
わ
か
ら
な
い
。

二
０
は
、
二
片
が
接
続
し
、
庸
米
の
荷
札
で
あ
る
。
「□
斗
」
の

「□
」
は
、

墨
痕
か
ら
は
、
「
五
」
と

「一置

の
可
能
性
が
あ
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

「
五
」
の
可
能
性
が
高
い
が
、
裏
面
の

「五
」
と
は
、
や
や
運
筆
を
異
に
し
て

お
り
、
断
定
は
で
き
な
い
。

二
い
は
、
郡
名
が
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
隠
岐
国
隠
地
郡
都
麻
郷
か
ら
の
調

の
荷
札
で
あ
る
。　
一
般
的
な
隠
岐
国
の
荷
札
よ
り
は
短
め
で
あ
り
、
片
面
全
体

に
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
「某
国
某
郷

（里
こ

の
記
載
様
式
を
と
る
荷
札
は
、
他

に
事
例
が
な
く
、
単
な
る
記
載
漏
れ
な
の
か
ど
う
か
、
そ
の
事
情
は
不
明
で
あ

Ｚや
。二

⑬
ｌ
的
は
、
木
質
や
墨
痕
よ
り
、
同

一
本
簡
の
削
婿
で
あ
る
。
「若
」
と

書
か
れ
た
⑬
の
上
端
が
原
形
を
と
ど
め
、
⑩
に

「方
郡
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、

「若
次
国
三
方
郡
」
と
い
う
記
載
が
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
い
に
も

「郡
」

の
字
が
あ
る
の
で
、
釈
文
を

「若
…
方
郡
」
と
す
る
に
は
躊
躇
さ
れ
る
。

二
⑪
の
右
辺
は
、
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
。
播
磨
国
宍
栗
郡
に
柏
野
郷
が
あ

る
が
、　
一
字
目
は
、
文
字
の
下
半
し
か
残

っ
て
お
ら
ず
、
郡
名
は
不
明
で
あ
る
。

な
お
、　
一
②
は
、
四
辺
が
欠
損
し
て
お
り
、
現
状
で
は
、
国

。
郡
名
の
記
載

は
見
ら
れ
な
い
が
、
上
記
の
木
簡
と
同
様
に
、
付
札
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
。

一
字
目
の

「□
」
は
、
墨
痕
が
若
干
確
認
さ
れ
る
程
度
で
あ
り
、
「斗
」
は
、

左
上
の
部
分
し
か
残

っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
、
五
キ
の
庸

。
白
米

の
荷
札
が
、
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
出
土

（七
占
一
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
木
簡

も
庸

・
白
米
の
荷
札
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

最
後
に
、
そ
れ
以
外
の
木
簡
の
中
で
注
目
さ
れ
る
五
点
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

一
働
０
は
、
本
質
や
墨
痕
よ
り
同

一
木
簡
の
削
居
と
考
え
ら
れ
る
。
①
の
下

端
は
焼
損
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
万
葉
仮
名
手
習
い
の
手
本
と
さ
れ
た
、

『古
今
和
歌
集
』
序
に
見
え
る
難
波
津
の
歌

（「難
波
津
に
咲
く
や
こ
の
花
冬
籠
も

り
今
は
春
べ
と
咲
く
や
こ
の
花
し

の

一
部
で
あ
る
。
働
は
、
冒
頭
の

「難
波
津

に
」
に
該
当
す
る
。
⑥
の

「口
□
□
夜
古
」
は
、
「日
□
□
」
が
四
文
字
分
と

推
定
さ
れ
る
こ
と
や
、
①
と
０
が
直
接
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
を
勘
柔
す
れ
ば
、

「今
は
春
べ
と
咲
く
や
こ
の
花
」
の
傍
点
部
分
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
に
、
平
城
宮

全
δ

・
長
岡
京
な
ど
の
官
都
や
、
法
隆
寺

・
山
田
寺

な
ど
の
寺
院
、
湯
ノ
部
遺
跡

（本
誌
第

一
九
号
）
。
観
音
寺
遺
跡

（本
誌
第
二
一

号
）
な
ど
の
地
方
遺
跡
か
ら
、
難
波
津
の
歌
を
記
し
た
資
料
が
発
見
さ
れ
て
い
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２
０
。二

①
の
左
辺
は
割
れ
て
い
る
が
、
文
字
は
ほ
と
ん
ど
欠
損
が
な
い
。
「□
」

の
墨
痕
は
明
瞭
だ
が
、
何
の
文
字
か
は
不
明
で
あ
る
。
紺
日
県
主
に
関
す
る
史

料
は
、
『新
撲
姓
氏
録
』
河
内
国
皇
別
に
、
「紺
口
県
主
　
志
紀
県
主
同
祖
。
神

八
井
耳
命
之
後
也
」
と
見
え
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
紺
口
県
に
つ
い
て
は
、

仁
徳
朝
の
池
濤
開
発
記
事
、
「掘
二大
溝
於
感
玖
¨
乃
引
二
石
河
水
や
（中
略
）
以

墾
之
得
二
四
万
余
頃
之
田
己

（『日
本
書
紀
』
仁
徳
天
皇

一
四
年
是
歳
条
）
と
の
関

連
が
想
定
さ
れ
、
河
内
国
石
川
郡
紺
口
郷

（大
阪
府
南
河
内
郡
河
南
町
）
付
近
に

あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

二
０
は
、
〇
五

一
型
式
で
物
品
名
の
み
を
記
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の

調
査
で
も
、
「猪
千
宍
」
や

「鶏
煮
物
」
と
記
さ
れ
た
〇
五

一
型
式
の
木
簡
が

出
土
し
て
い
る

（本
誌
第
一
人
号
）。

二
⑪
は
、
四
つ
の
角
に
九
み
を
も
た
せ
て
整
形
し
て
お
り
、
上
方
の
中
央
に

は
、
ニ
ー
三
剛
の
孔
が
あ
け
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
形
態
を
し
た
木
簡
が
、
第

二
〇
次
調
査
で
も
出
土
し
て
お
り
、
そ
こ
に
も

「中
衛
」
と
書
か
れ
て
い
た

（本
誌
第
一
三
号
）。
〇
二

一
型
式
で
官
名
が
記
さ
れ
た
木
簡
は
、
こ
の
二
点
以

外
に
出
土
事
例
が
な
い
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
に
つ
い
て
は
、
紫
香
楽
宮
跡
調
査
委
員
会

（木
簡
解
読

部
会
）
で
の
検
討
結
果
に
基
づ
い
て
い
る
。
　

（岩
宮
隆
司

〈大
阪
市
立
大
学
し

だ
い
し
ょ
う
ぐ
ん

滋
写

大

将

軍
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
滋
賀
県
草
津
市
追
分
町

２
　
調
査
期
間
　
　
第

一
次
調
査
　
一
九
九
三
年

（平
５
）
六
月
１

一
九
九
四

年
三
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
草
津
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
谷
口
智
樹

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
衛
関
連
遺
跡
も
し
く
は
集
落
跡

・
古
墳
群

６
　
遺
跡
の
年
代
　
縄
文
時
代
後
期
―
近
世

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

大
将
軍
遺
跡
は
、
草
津
市
東
部
の
標
高

一
〇
〇
か
ら

一
〇
六
ｍ
前
後
の
、

低
丘
陵
部
に
位
置
す
る
遺
跡
で

あ
る
。
九
三
年
度
か
ら
九
六
年

度
の
区
画
整
理
事
業
に
伴
う
発

掘
調
査
で
、　
三
二
〇
棟
以
上
の

奈
良
時
代
中
期

（平
城
Ⅲ
）
―

平
安
時
代
前
半

（
一
〇
世
紀
中

葉
）
を
中
心
と
し
た
掘
立
柱
建

物
群
が
検
出
さ
れ
た
。
そ
の
後

の
民
間
開
発
に
伴
う
調
査
で
も
、

(京都東北部・京都東南部)




